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○北杜市海外販路開拓支援事業補助金交付要綱 

平成２７年３月２７日 

告示第２４号 

改正 令和３年３月２５日告示第２９号 

令和４年２月１８日告示第７号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、市内中小企業者の海外販路拡大への取組を支援するため、技

術や製品を展示し、又は商談を行う催し（以下「展示商談会」という。）等に要

する経費に対し、北杜市補助金等交付規則（平成１６年北杜市規則第５１号）及

びこの告示に基づき補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものと

する。 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、中小企

業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項各号に掲げる者であって、

市内に本社を有する者とする。 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、次の表

のとおりとし、市長が予算の範囲内で交付するものとする。 

補助事業 補助事業の内容 補助率 補助限度額 補助申請限度回

数 

海外展示商談

会出展事業 

海外で開催する展示商

談会へ出展する事業 

2／3以内 60万円 同一年度内にお

いて、1回限り

とし、同一展示

商談会への出展

に係る申請は、

3回を限度とす

る。 

外国語版ウェ

ブサイト制作

事業 

海外販路を開拓するた

めの外国語版ウェブサイ

トを制作する事業 

1／2以内 20万円 一事業者につ

き、1回を限度

とする。 



-2- 

２ 補助金の額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものと

する。 

３ 補助事業について、国、県等から補助金を受ける場合は、補助対象経費から当

該補助金の額を差し引いた額を算定の基礎とする。 

（補助対象経費） 

第４条 補助事業のうち、補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」と

いう。）については、補助事業を実施するために必要な経費であって、別表に掲

げるものとする。 

２ 補助対象経費を外貨で支払った場合には、支払った日又はその前後の為替レー

トを証明する書類等を添付しなければならない。この場合において、円貨に換算

した場合に１円未満の端数が生じた場合は、領収書ごとに１円未満を切り捨てた

金額を補助対象経費とする。 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請者」という。）

は、北杜市海外販路開拓支援事業補助金交付申請書（様式第１号。以下「申請

書」という。）に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならな

い。 

(１) 企業概要書（様式第２号） 

(２) 海外販路開拓支援事業計画書（様式第３号、様式第４号のうち該当するも

の） 

(３) 海外販路開拓支援事業収支予算書（様式第５号） 

(４) その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の申請を

行うことができないものとする。 

(１) 個人、法人又は団体（以下「法人等」という。）が、暴力団員による不当

な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定す

る暴力団（以下「暴力団」をいう。）であるとき又は法人等の役員等（個人で

ある場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事

等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団員

（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき。 
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(２) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供

与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関

与しているとき。 

(３) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい

るとき。 

（交付の決定） 

第６条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、速やかに事業の目

的及び内容並びに関係書類等を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、北

杜市海外販路開拓支援事業補助金交付決定通知書（様式第６号）により申請者に

通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による審査において、交付すべきでないと認めたときは、

北杜市海外販路開拓支援事業補助金不交付決定通知書（様式第７号）により、申

請者に通知するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、条

件を付けることができる。 

（計画変更の承認等） 

第７条 前条第１項に規定する交付決定を受けた者（以下「補助事業者」とい

う。）は、事業の内容を変更し、継承し、事業を中止し、又は廃止しようとする

ときは、北杜市海外販路開拓支援事業計画変更承認申請書（様式第８号。以下

「計画変更承認申請書」という。）を市長に提出し、その承認を受けなければな

らない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる軽微な変更についてはこの限りで

ない。 

(１) 補助事業の遂行過程において生じた事情変更により、事業内容が変更する

もので軽微なもの 

(２) 補助対象経費の経費区分間の金額の変更がいずれか低い方の金額の２０パ

ーセント以内の場合 

２ 市長は、前項の計画変更承認申請書の提出があったときは、速やかに承認の可

否を決定し、北杜市海外販路開拓支援事業計画変更承認決定書（様式第９号）に

より、当該補助事業者に通知するものとする。ただし、補助金額の増額は認めな

いものとする。 

３ 市長は、前項に規定する通知に、必要な条件を付すことができる。 
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（実績報告） 

第８条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき（補助事業の中止又は廃止の

承認を受けたときを含む。）は、補助事業の完了の日から起算して１箇月を経過

した日又は補助事業の完了の日が属する年度の翌年度の４月１０日のいずれか早

い日までに北杜市海外販路開拓支援事業補助金実績報告書（様式第１０号。以下

「実績報告書」という。）に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなけ

ればならない。 

(１) 海外販路開拓支援事業実績報告書（様式第１１号又は様式第１２号） 

(２) 海外販路開拓支援事業収支決算書（様式第１３号） 

(３) 補助対象事業に係る領収書等の写し 

(４) 補助対象事業の実施状況が分かる写真（外国語版ウェブサイト制作事業は

除く。） 

(５) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第９条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出を受けたときは、その内容を

審査し適当と認めたときは、交付する補助金の額を確定し、速やかに北杜市海外

販路開拓支援事業補助金交付確定通知書（様式第１４号）により補助事業者に通

知するものとする。 

（補助金の請求等） 

第１０条 補助事業者は、前条の規定により通知を受けたときは、北杜市海外販路

開拓支援事業補助金請求書（様式第１５号）により速やかに市長に補助金の交付

を請求しなければならない。 

２ 市長は、前項の請求書に基づき、補助金を交付するものとする。 

（補助金の返還） 

第１１条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の

交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずる

ものとする。 

(１) 偽りその他の不正手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。 

(２) 補助金を他の用途へ使用したとき。 

(３) 補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。 
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(４) その他この告示に違反したと認められるとき。 

（書類の整備） 

第１２条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整理

し、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後５年間、保管しておかなけれ

ばならない。 

（報告及び調査） 

第１３条 市長は、必要があると認める場合は、補助事業者に対し報告を求め、又

は関係職員を派遣して帳簿その他関係書類を調査させることができる。 

（その他） 

第１４条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関するその他必要な事項

は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月２５日告示第２９号） 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年２月１８日告示第７号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際、現に改正前のそれぞれの告示の様式の規定により作成さ

れている用紙は、改正後のそれぞれの告示の様式の規定にかかわらず、当分の

間、使用することができる。 
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別表（第４条関係） 

補助事業 補助対象経費 

区分 内容 

海外展示商談会

出展事業 

輸送費 展示商談会に出展する製品、パンフレット等の輸

送に要する経費、輸出入に要する諸経費、保険料。

ただし、販売用商品の輸送費は対象外とする。 

会場費 出展料、展示に必要な工事費、備品使用料 

通訳費 出展、商談及び準備・撤収時の通訳に要する経費 

広報活動費 展示商談会において配布する外国語版の自社パン

フレット・出展製品のパンフレット・カタログ・展

示パネル等の作成、展示商談会で行う宣伝活動に要

する経費 

旅費 海外への販路の開拓を目的として活動を行うため

の旅費（宿泊費及び交通費に限り、食費及び日当を

除く。） 

専門家謝金 出展に係るコンサルタント等の専門家への謝金 

その他 市長が補助事業の実施に必要かつ適当と認める経

費 

外国語版ウェブ

サイト制作事業 

ウェブサイト

制作委託料 

外国語版ウェブサイトの各種コンテンツ・ページ

制作費、検索エンジン新規登録費用。 

その他 市長が補助事業の実施に必要かつ適当と認める経

費 

（注意）補助対象経費には、消費税及び地方消費税に相当する額を含まないもの

とする。 


